
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料  

 

 

 

 

 

 



Ⅰ　コロナ危機下の経済社会

　　実質ＧＤＰ成長率の推移       ･･････････････････････････････････････････････････ 1

　　基礎的財政収支（対ＧＤＰ比）の推移と見通し（成長実現ケース）････････････ 1

　　新型コロナウイルス感染症の企業収益への影響（産業全体）･･･････････････････････････････････････････2

　　新型コロナウイルス感染症の企業収益への影響（サービス業）･･･････････････････････････････････････････2

　　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策　概要･･･････････････････････････････････････････3

　　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　創設の経緯･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････3

　　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の概要･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････4

　　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金　創設の経緯･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････4

　　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の概要･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････5

　　東日本大震災復興特別会計･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････5

　　東日本大震災の復興特別税･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････6

Ⅱ　感染症対策と税制

　　給付付き税額控除の概要･･････････････････････････････････････････････････････････････････････7

　　給付付き税額控除の類型･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････7

　　各国のテレワーク関連税制･･････････････････････････････････････････････････････････････････8

　　国際連帯税･･････････････････････････････････････････････････････････････････8

　　デジタル課税（ＯＥＣＤにおける検討）････････････････････････････････････ 9

　　デジタルサービス税（ＤＳＴ）････････････････････････････････････････････ 9

　　デジタル課税・ＤＳＴ等に関する最近の状況････････････････････････････････ 10

　　ＥＵのグリーンディール政策と炭素国境調整措置････････････････････････････ 10

　　トービン税･･････････････････････････････････････････････････････････････････11

　　地球温暖化対策のための税･･････････････････････････････････････････････････････････････････11

　　国際観光旅客税･･････････････････････････････････････････････････････････････････12

　　新型コロナウイルス感染症に係る国際機関への拠出状況（外務省）･･････････････････････････････････････････････････････････････････12

　　新型コロナウイルス感染症に係る国際機関への拠出状況（厚生労働省）･･････････････････････････････････････････････････････････････････13

目　　次



-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

2005年 2010年 2015年 2020年

実質ＧＤＰ前期比の増減率の推移（四半期ベース）（％）

リーマンショック後

2009年1-3月期

－4.8％
新型コロナ

ウイルス感染拡大

2020年4-6月期

－7.9％

注１ 内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算（GDP統計）」（2020年４-６月期二次速報）より作成。 
 ２ 季節調整値を使用。

Ⅰ コロナ危機下の経済社会

実質ＧＤＰ成長率の推移

基礎的財政収支（対ＧＤＰ比）の推移と見通し（成長実現ケース）
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注 内閣府「中長期の経済財政に関する試算（令和２年７月31日経済財政諮問会議提出）」より作成。

国・地方のプライマリーバランスの実額の推移

国・地方のプライマリーバランス対ＧＤＰ比は、成長実現ケースでは、歳出改革を織り込まない場合で2025年に▲1.1％となり、2029年度には

プライマリーバランスは黒字化するとの見通しがなされている。

（％）

（年度）
（兆円程度）

黒字化

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
▲ 28.1 ▲ 20.0 ▲ 8.5 ▲ 14.4 ▲ 31.5 ▲ 27.0 ▲ 19.6 ▲ 15.3 ▲ 10.5 ▲ 67.5 ▲ 17.5 ▲ 10.5 ▲ 4.8 ▲ 1.3

国 ▲ 24.1 ▲ 19.7 ▲ 12.8 ▲ 19.1 ▲ 31.9 ▲ 28.6 ▲ 21.0 ▲ 17.6 ▲ 12.7 ▲ 67.6 ▲ 17.8 ▲ 13.7 ▲ 11.4 ▲ 10.2
地方 ▲ 4.0 ▲ 0.3 4.2 4.6 0.4 1.6 1.5 2.2 2.2 0.0 0.3 3.2 6.6 8.9
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基礎的財政収支



新型コロナウイルス感染症の企業収益への影響（産業全体）

注１ 財務総合政策研究所「四半期別法人企業統計調査（令和２年４月～６月期）」（令和２年９月１日）より作成。
２ サービス業には宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、学術研究、専門・技術サービス業（広告業等）、医療、福祉業、教育、学習支援業、
職業紹介・労働者派遣業等が含まれる。
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 概要
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の概要

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 創設の経緯
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東日本大震災復興特別会計

 
 
 
 
 
 
 
 
注 財務省「令和元年度版特別会計ガイドブック」より作成。

＜概要＞

東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに、復興債の償還を適切に管理

するために、平成24年度から新たに新設された。（特別会計法第222条第１項）

＜東日本大震災復興特別会計の仕組み（資金の流れ）＞

復興債発行収入、復興特別所得税及び一般会計からの受入れを主な財源として、復興事業に必要な経費について事業を行う各省庁等に

予算を計上して復興事業を行う。また、復興債の償還に必要な経費を国債整理基金特別会計に繰り入れる。

＜具体的な事業の内容＞

① 災害救助等関係事業、② 災害廃棄物処理事業、③ 復興関係公共事業等、④ 災害関連融資関係事業、⑤ 地方交付税交付金

⑥ 東日本大震災復興交付金事業、⑦ 原子力災害復興関係事業、⑧ その他（被災中小企業等の施設等の復旧・整備費用に対する補助金等）

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の概要
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            （歳入）                （歳出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興債発行収入 

復興特別所得税 

国債整理基金特別会計
へ繰入れ 

 
一般会計受入 等 

東京メトロ・日本郵政株式売却収入等 

 

復興事業 

(国債整理基金特会) 
 

(歳入)   (歳出) 

復興債償還 

 

復興費用 

 
※予備費を含む。 

 
 

 

 

交付税及び譲与税配付金

特別会計へ繰入れ 



東日本大震災の復興特別税

6

注　財務省「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」、「租税及び印紙収入決算額調一覧」等より作成。

○  東日本大震災からの復興を図るために必要な財源を確保することを目的とし、復興特別税が創設された。

○  平成24年度から令和19年度（2037年）までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用の償還に要する
     費用の財源に充てられる。

649,372

1,204,313

432,751

51,139

333,847

349,193

370,690 367,099 393,905 415,420 400,140

700,511

1,538,160

781,944

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

復興特別法人税 復興特別所得税

百万円

復興特別税の税収推移

復興特別所得税（25年）

復興特別法人税

（２年間の事業年度）
１年前倒しで終了課税標準法人税額の10％

平成24年4月1日 平成26年3月31日 平成27年3月31日

個人：平成25年分
法人：平成25年1月1日

個人：令和19年分（2037年）
法人：令和19年12月31日（2037年12月31日）

基準所得税額の2.1％



給付付き税額控除の概要

給付付き税額控除の類型

- -

税額控除の額

a

税額控除の額

所得所得

【カナダのＧＳＴクレジットのイメージ】
受益額

【アメリカの勤労税額控除のイメージ】

所得所得

【イギリスの児童税額控除のイメージ】

所得所得

あ

T0531421
テキスト ボックス
【個人所得課税の計算フロー】

T0531421
テキスト ボックス
給付付き税額控除の概要



各国のテレワーク関連税制

国際連帯税
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＜概要・導入の経緯＞

○ 国際連帯税構想は、感染症、貧困、温暖化など地球規模の課題に取り組むための安定的な財源確保を目的としたもの。

○ 2000年、国連ミレニアム・サミットにて、「国連ミレニアム宣言」が採択され、ミレニアム開発目標（MDGｓ）が策定される。（注１）

○ 2002年、国連開発資金国際会議にて、MDGｓ達成にはODAだけでは不十分との認識の下、
 

革新的資金メカニズムが議論される。

○ 2004年、フランスのシラク大統領の諮問機関ランドー委員会が、航空券税、金融取引税、炭素税など国際課税方式を提案。

○ 2006年、フランスが航空券に課税する国際連帯税導入。英仏など５か国により国際医薬品購入ファシリティ（UNITAID)が発足。

○ 2015年、国連サミットにて、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、 持続可能な開発目標（SDGｓ）が策定される。（注２）

○ 現在、国際連帯税のうち、航空券連帯税が一部の国で導入されている（資料「航空券連帯税」参照）。

＜我が国における最近の検討状況（外務省）＞

○ 平成29年２月：「国際連帯税を導入する場合のあり得べき制度設計及び効果・影響の試算等」

我が国で国際連帯税制度を導入する際の具体的設計を提言。

重点的に制度設計等を検討する課税方法として、航空券連帯税、金融取引税、炭素税、旅券手数料への課税の４つを選定・評価。

○ 令和元年：「令和２年度　税制改正要望（外務省）」

「国際協力を使途とする資金を調達するための税制度の新設」の要望を提出。税目：国際連帯税（国際貢献税）（注３）

○令和２年７月：「SDGｓの達成のための新たな資金を考える有識者懇談会 最終論点整理」

「昨今の新型コロナウイルスの影響を受け、感染症対策等の地球規模課題に対応するための資金需要に応える必要性は国民の共感を

得られようが、課税については様々な課題がある。昨今の新型コロナウイルスの流行により日本経済全体が大きな打撃を受けている

状況下での新税の導入が現実的と言えるかという問題もある。」

注１ 2000年9月、ニューヨークの国連本部で開催された国連ミレニアム・サミットで21世紀の国際社会の目標として、より安全で豊かな世界づくりへの協力を約束する「国連ミレ
ニアム宣言」が採択。この宣言と1990年代に開催された主要な国際会議やサミットでの開発目標をまとめたものが「ミレニアム開発目標（MDGｓ）」である。MDGｓは国際社会
の支援を必要とする課題に対して2015年までに達成するという期限付きの８つの目標、21のターゲット、60の指標を掲げている。

　２　 持続可能な開発のための2030アジェンダは、ミレニアム開発目標（MDGｓ）の後継として国連で定められた、2016年から2030年までの国際目標。MDGｓの残された課題や
　新たに顕在化した課題（例：環境、格差拡大）に対応すべく、新たに17ゴール・169ターゲットからなる持続可能な開発目標（Sustainable　Development　Goals：SDGｓ）を策定。

　３　 外務省は、平成22年度から令和元年度まで国際連帯税新設の税制改正要望を提出。

　４　　国連開発計画（UNDP)ホームページ、外務省・財務省ホームページ、グローバル連帯税フォーラムホームページより作成。



デジタル課税（ＯＥＣＤにおける検討）

デジタルサービス税（ＤＳＴ）
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デジタルサービス税（DST）概要 DST 新課税権（Amount A）

施行根拠 独自の措置 国際合意に基づく課税

課税根拠
（物理的施設） 不要 不要

対象事業 デジタル事業に限定 デジタル事業に限定しない

課税標準
売上金額（経費等を控除しない
グロスの金額）

みなし超過利益（売上高に一定の
利益率を乗じて算出）の一定割合

デジタル事業の売上（グロス）に対する課税。課税根拠

として物理的施設を必要とせず、課税国である消費地で

の売上に対し一定割合を課税する。租税条約の対象とは

ならないことから、OECDにおける国際合意を待たずに

複数の国が独自に導入を開始している。課税の対象と

なる具体的な分野は、検索エンジンやオンライン広告、

ユーザーデータの販売等、導入国によって異なる。

国 税率 対象分野 状況

ベルギー ３％

・オンライン広告の販売
・ユーザーデータの販売
・ユーザー間で商品の売買等を可能にする

プラットフォーム

国際合意に至らな
かった場合、2023年
より施行予定

フランス ３％
・デジタルインターフェースの提供
・ユーザーデータに基づいた広告

2019年１月に遡及
して施行（2020年12月
までは徴収猶予）

ハンガリー 7.5% ・オンライン広告 2019年７月より施行

イタリア ３％

・デジタルインターフェースでの広告
・ユーザーが商品やサービスを売買することを
・可能にする多国間デジタルインターフェース
・デジタルインターフェースを使用して生成され
・たユーザーデータの送信

2020年１月より施行

スペイン ３％
・オンライン広告サービス
・デジタルプラットフォーム上の取引仲介
・ユーザーデータの販売

2021年１月より施行

トルコ 7.5% ・オンラインサービス（広告、コンテンツ販売等） 2020年３月より施行

イギリス ２％
・ソーシャルメディアプラットフォーム
・検索エンジン
・オンライン市場

2020年４月より施行

注 岡直樹「デジタル独自課税を巡る米・欧の攻防とOECD合意の展望（BEPS）」、Tax Foundation「Digital Service Taxes in Europe」（2020年６月22日）、
KPMG「Taxation of the digitalized economy」（2020年10月27日)、 Tax Foundation「Spanish Taxpayers to Be Hit by Two Major Taxes in 2021」（2020年10月７日）
等より作成。

EU諸国の導入例

DST施行済

DST提案済

DST導入検討中
2020年６月22日時点のＤＳＴ導入状況

課題・背景

2019年10月 OECD事務局案

多国籍企業が国際的な税制の間隙を突いて税負担を軽減・回避

する行為や問題は、税源浸食と利益移転（BEPS）と呼ばれ、リー

マンショック以降、国際的に大きな問題となっていた。そこで、国際

課税の新ルールを、世界経済及び企業行動の実態に即したものと

すること、各国政府やグローバル企業の透明性を高めることなど

を目的にOECDがBEPSプロジェクトを立ち上げた。

2020年１月 OECD大枠合意

グローバルな税源浸食への対抗
措置の提案

国際課税原則の見直し
①ユーザー参加（英国案）
②マーケティング無形資産（米国案）
③重要な経済的存在（インド等新興国案）

■主に第１の柱について、３案を統合し「統一アプローチ」を公表
■４つの点から提案

（１）範囲
デジタル事業に限定せず、広く消費
者向けビジネスを対象とする

■2019年１月、OECD・BEPSプロジェクトが示した解決策の２つの柱

（２）新たなネクサス
市場法域の経済に持続的かつ重要
な関与を有する場合にネクサスが
認められる

（３）新たな利益配分ルール
移転価格税制におけるアームズ・
レングス原則（独立企業間価格に
基づく課税）を超えたルールの策定

（４）企業利益の３階層化
企業の利益を事業内容別に３階層
に分けて税額を算出することで租税
をより確実で安定的なものとする

■事務局案を踏まえて示された新たなルールの大枠に合意
■３つの具体的な「対処案」が示された

【１】 新課税権 （Amount A）

第１の柱 課税権配分のルールの一部変更 第２の柱 BEPS問題への対応：国際的に合意された率によるミニマム税

【２】所得合算ルール 【３】軽課税支払損金算入否認ルール

一定の条件を満たす多国籍企業の連結利益
の一定割合を売上金額に応じて各国に定式的
に配分し、課税する

多国籍企業の母国からの措置として、軽課税
国のグループ企業の利益にミニマム税率の
追加課税を行う

多国籍企業が事業を展開する市場国側から
の措置として、ミニマム税率以下の課税しか
受けないグループ会社に支払われる使用料
等の損金算入を否認し、実質的に課税する

第２の柱第１の柱

注 東京都税制調査会「令和元年度東京都税制調査会答申」（令和元年10月31日）、東京都主税局委託調査「デジタル経済における国際課税ルール等に関する調査報告書」
（令和２年３月）、岡直樹「OECDデジタル国際課税策の評価と合意可能性【下】BEPS」等より作成。



デジタル課税・ＤＳＴ等に関する最近の状況

ＥＵのグリーンディール政策と炭素国境調整措置
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トービン税

地球温暖化対策のための税
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国際観光旅客税

新型コロナウイルス感染症に係る国際機関への拠出状況（外務省）
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【令和２年度補正予算（第１号）】アジア、大洋州、中東、アフリカ、中南米等の途上国における感染拡大防止・予防のための支援 ８４０億円
アジア、大洋州、中東、アフリカ、中南米等の途上国での感染拡大防止のため、保健・医療分野での能力強化・物資提供等支援を実施

（無償資金協力及び国際機関経由 ［UNICEF、UNDP、UNOPS、UNWomen、Gavi、IAEA、PAHO、WCO、FAO 等］）
東南アジア諸国を中心にヘルスケアシテムの整備支援や抗ウイルス薬・個人防護具備蓄を実施（アジア欧州財団等）
アジア・アフリカにおいて、専門家による研修等を実施。また、中長期的な対応能力強化のため保健システム強化、人材育成等を実施（JICA、UNV）

補正予算（第１号）８４０億円内訳 （千円）

内訳 金額

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた無償資金協力 46,000,000

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた開発途上国における技術協力 1,500,000

国際連合児童基金拠出金 7,499,818

国際連合開発計画拠出金 6,999,922

アジア欧州財団拠出金 5,693,731

Ｇａｖｉワクチンアライアンス拠出金 5,500,000

日・ＡＳＥＡＮ統合基金拠出金 5,480,000

国際連合プロジェクト・サービス機関拠出金 3,199,897

国際連合女性機関拠出金 500,000

平和的利用イニシアティブ拠出金 492,000

汎米保健機構拠出金 300,000

アジア生産性機構拠出金 200,000

国際連合パレスチナ難民救済事業機関拠出金 170,000

世界税関機構拠出金 170,000

国際連合食糧農業機関拠出金 123,200

アフリカ連合委員会拠出金 110,000

国際連合ボランティア計画拠出金 98,208

アジア海賊対策地域協力協定拠出金 12,000

合計 84,048,776

■

■

■

T0531421
テキスト ボックス
８４０億円



新型コロナウイルス感染症に係る国際機関への拠出状況（厚生労働省）
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